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○読谷村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

平成17年３月30日規則第13号 

読谷村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、読谷村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年読

谷村条例第２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第２条に規定する申請は、指定管理者指定申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 条例第２条第１号の事業計画書は様式第２号に、同号の収支予算書は様式第３号によるものと

する。 

（添付書類の特例） 

第３条 申請者において前条第２項の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合は、

これをもって様式第２号及び様式第３号に代えることができる。 

（指定管理者審査委員会） 

第４条 読谷村公の施設の指定管理者について、村長に意見を述べるため、指定管理者審査委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 

 


